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神奈川地域森林計画の改定（樹立）について 

 

1 地域森林計画について 

・ 地域森林計画は、森林法第５条の規定により、国が定める全国森林計画に即して、知事が民

有林を対象に５年ごとに10年を一期としてたてる計画で、森林関連施策の方向及び地域的な

特性に応じた森林整備及び保全の目標を明らかにするものである。 

・ また、市町村長が市町村森林整備計画を策定するに当たっての指針となるものである。 

 

２ 地域森林計画の改定（樹立）案について 

・ 次の事項・視点において、改定案の作成を行った。 

 

ア 令和３年６月の全国森林計画の変更に伴う改定 

① 10 年間の伐採・造林等の計画量の設定    （･･･７箇所） 

② 木材搬出方法等の指針の設定     （･･･２箇所） 

③ 「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」の指定基準の設定 （･･･１箇所） 

④ 上記以外       （･･･９箇所） 

 

 イ 新たな森林・林業基本計画及び県内外の森林・林業を巡る情勢を踏まえた改定 

① 令和３年度６月に策定された新たな森林・林業基本計画の基本的な方針を踏まえた視点 

（･･･５箇所） 

  ・適正な伐採と再造林の確保 

  ・森林整備・治山対策による国土強靭化 

  ・長期・持続的な林業経営体の育成 

  ・都市・非住宅分野等への木材利用 

   等 

 

② 県内外の森林・林業を巡る情勢や関連の深い施策を踏まえた視点 （･･･１１箇所） 

  ・災害の激甚化・頻発化への対応 〔神奈川県水防災戦略の策定（令和２年２月）〕 

 ・脱炭素社会の実現に向けた取組推進 〔かながわ気候非常事態宣言（令和２年２月）〕 

  ・その他の情勢変化 等 
 
 ウ 計画の対象とする森林区域、計画量等の変更・時点修正  （･･３１箇所） 

 ・森林計画図の変更 
  ・森林資源データの時点修正 

 ・上記ア以外の計画量、計画箇所等の変更 
・その他森林に関連するデータ時点修正 

 
 エ その他         （･･･１０箇所） 
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